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   開     議 

 

 

○町田義昭議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、12番、藤原

民夫議員の１名であります。 

 なお、藤原民夫議員から一般質問を取り下げ

る旨の申し出があり、許可いたしましたので、

ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○町田義昭議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 鈴木悟司議員の質問 

 

 

○町田義昭議長 順位６番、議席番号２番、鈴木

悟司議員。 

  （２番鈴木悟司議員登壇） 

○２番 鈴木悟司議員 おはようございます。 

 本来ですと11時ぐらいからの出番でしたけど

も、ちょっと早まりまして、一般質問をさせて

いただきたいと思います。 

 ６月定例会の一般質問に際して、私の通告し

ている質問事項は３点であります。市長以下、

当局の皆様におかれましては簡潔明瞭なご答弁

をお願い申し上げます。 

 ６月に入り、政治に大きな動きがございまし

た。２日には鳩山由紀夫首相が退陣する意向を

表明され、小沢一郎幹事長にも辞任を求めまし

た。二人が退陣することで一つのけじめをつけ

ることになりました。４日には第94代首相に菅 

直人氏が選出されました。８日には新内閣が発

足して、真の民主党政権が誕生したという思い

がいたします。新しいリーダーのもとで、国民

の信頼を取り戻し、「国民の生活が第一」の考

えのもと、地方が元気になるように政策を進め

ていただきたいと思っております。 

 初の質問ですが、子ども手当の支給につい

てお伺いいたします。 

 子ども手当は、次の世代の社会を担う子ども

一人一人の育ちを社会全体で支援するため、平

成22年度において、中学校修了前までの子供１

人に月１万3,000円を支給する制度を創設され

ました。対象は全国で1,735万人で、給付費総

額は２兆2,554億円になります。親の所得制限

は設けないこととしてあり、支払い月は、６月

に４月、５月分の２万6,000円、10月には６月

から９月の４カ月分の５万2,000円が支給され、

平成23年２月には、10月から１月の４カ月分５

万2,000円が支給になります。子供１人の金額

ですが、子供が２人ですと２倍の金額が支給さ

れることになります。 

 長井市においては、きのう６月10日に口座振

り込みでの支払いとなりました。新聞報道など

では、現金での支給をされた町などがございま

した。子供たちのためにお金を使っていただき

たいですし、まちなかの活性化や消費の拡大を

促進させるには現金での支給はできなかったの

でしょうか。県内の市町村での現金での支給は

なかったのか。このことにつきましては、福祉

事務所長よりお答えください。 

 認定請求書の提出についてお伺いします。児

童手当受給者であれば新たに認定請求を行う必

要はないとのことですが、そのほかの中学３年


